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 ようやく飛騨でも春の訪れが感じられるようになりましたが、東日本大震災により、直接の被災地のみ

ならず、日本全国さらには国外でも間接的な被害が生じており、飛騨地域においても、深刻な影響を受

けている企業が少なくない状況で、心から春の到来を喜ぶ気持ちになれない方も多くいらっしゃるのでは

ないでしょうか。 

 こうした中、新たな年度を迎え、当署としましては、現下の情勢に留意しながらも、これまでと同様に、

安全・安心に働ける職場を飛騨地域に広げていく取り組みを着実に進めてまいります。皆様には、一層

のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

＜平成２３年度の高山労働基準監督署行政運営の重点について＞ 

 平成２３年度、高山労働基準監督署においては、「岐阜労働局行政運営方針」において定められた施 

策に加え、下記のとおりの署独自重点施策について取り組みます。 

 署の重点施策Ⅰ ・・・ 経済情勢に対応した法定労働条件の確保 

   ① 署管内における経済・雇用情勢等 

       高山労働基準監督署へ寄せられた労働者、使用者からの相談件数は、平成２２年度は９４７  

     件と、前年度より１３０件、１５．９％の大幅な増加となり、飛騨地域の職場において様々な問題 

     が山積していることを示しています。 

      また、東日本大震災の発生により、飛騨地域の企業においても経営環境の激変、雇用への 

     重大な影響が懸念されるところであり、今後、事業の縮小に伴う休業や解雇に関しての問題や、

     逆に増産等による過重労働に関する問題が増加する恐れがあります。 

   ② 平成２３年度の取組 

       このような状況の下、業種、地域ごとの経済情勢にも留意しながら、法令の周知に努め、トラ 

     ブルの未然防止を図るとともに、賃金支払いや解雇予告にかかる法定労働条件の確保に関して

     問題の発生した事案については、最優先課題として位置づけ、迅速な対応を行っていきます。 

     個々の事案の解決に当たっては、労使当事者双方に対して、わかりやすく法制度の説明を行う 

     等、理解を得ながら円滑な解決を図ります。その上で、悪質な事案等については、司法処分等 

     厳格な対応をします。 

 署の重点施策Ⅱ ・・・ 旅館業における一般労働条件の確保・改善 

   ① 平成 22 年度の取り組み状況等 

       高山労働基準監督署管内において、旅館業は主要な産業となっています。その一方で、従来

     から旅館業で働く労働者からの相談、申告も多く、法定労働条件の確保の上で問題が認められ 

     ていました。そのため、昨年度には 37 件の監督指導を実施しましたが、そのうち 35 件で何らか

     の法違反が認められました（違反率９５％）。監督結果からみると、労働条件の明示、就業規則 

     の作成、労働時間の管理、割増賃金の支払い等基本的な労務管理が不十分であることが明ら 

     となりました。 

   ② 平成２３年度における取組 

       そこで、本年度においては、引き続き監督指導を積極的に実施し、関係法令の周知、理解を 

     進めることにより基本的な労務管理の実施、労働者の法定労働条件の確保を図ります。 

 署の重点施策Ⅲ ・・・ 死亡災害の撲滅と林業における労働災害防止 



   ① 災害の現状 

       平成 2２年の当署管内の労働災害（休業４日以上）は、２２０件となり、前年に比べ１５件、７． 

     ３％増加し、５年ぶりに前年より増加することとなりました。死亡災害は４件発生し、前年より１件 

     減少しました。また、林業については、災害件数は３５件で、前年と比べ８件、２９．６％の大幅な 

     増加となり、さらには 2件の死亡災害が発生しました。 

   ② 平成 2３年度における取組 

       死亡災害の撲滅と、労働災害の増加に歯止めをかけるため、飛騨地区労働基準協会連合 

     会をはじめとする災害防止団体と連携しながら、事業場の経営トップへの自主的な災害防止活 

     動の取り組み促進を働きかけていきます。 

       また、林業については、管内の 4森林組合において、作業現場の安全管理手法の改善を進 

     めることを中心に、集中的に指導を実施するとともに、林業・木材業労働災害防止協会と連携 

     し、講習、現場指導等を行います。 

＜平成２２年の労働災害発生状況について（確報）＞ 

 平成２２年の労働災害の発生状況が確定しましたので、お知らせいたします。 

 

 平成２２年１月から１２月における当署管内の労働災害（休業４日以上）は、前年より１５件、７．３％増

加し、２２０件となりました。前々年の２２６件は下回っていますので、長期的な減少傾向には変わりがな

いものと考えられますが、十分注意していく必要があります。 

 業種別では、製造業、建設業、運送業ではほぼ横ばいですが、林業、商業では大幅に増加していま

す。林業については、前年は３０件を下回りましたが、平成１１年から２０年までの１０年間は毎年４０件

前後（１０年平均も４０件）であり、減少傾向が見られず、一層の安全対策が望まれます。 

 この災害発生状況については、さらに詳細に分析を行い、その結果を広く周知するとともに、今後の労

働災害防止対策に活用してまいります。 
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 この「労基署だより」は、岐阜労働局のホームページからも見ることができます。（ホームページトップ―

労働基準監督署―高山労働基準監督署「最新情報」）会員様等への配布などの場合は、ホームページ

からダウンロードしてご利用ください。 

 


